
令和７年度補正予算 重点支援地方交付金の活用状況について
岩手県 九戸村

交付限度額        １２，１２４万円
 うち令和７年度 交付決定額 １２，１２４万円（100％）
 うち令和８年度 交付決定額
 残額 ０円（0％）

■実施状況

■主な事業概要 ※規模の大きい事業を最大５つ程度を記載（詳細は別途実施計画をご覧ください）

事業者支援

◆物価高騰対策地域商品券給付事業 事業費：５，３６５万円  ※食料品特別加算を活用
 食料品購入にも使用可能なクーポン券を（使用期限：令和８年８月末まで）を１世帯あたり１万円分発行。２月１日を基準
日として住民登録のある全世帯へ配布。

◆物価高騰対策低所得者支援事業 事業費 ：１，９３０万円
 物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
    令和７年度非課税世帯 30千円を支援 

◆物価高騰対策自給飼料確保対策事業 事業費：１，０８０万円
 家畜飼料の高騰が続く中、購入飼料に頼らない畜産農家の体質強化を支援する。
 草地更新費用の4/5に相当する額。（ただし216千円を上限とする。）

◆九戸村物価高騰対策賃上げ支援事業 事業費：８０３万円
 岩手県が実施する「物価高騰対策賃上げ支援金」への嵩上げ支援おこなう。村内事業者で県が定めた基準の賃上げを実施し   
ようとする企業等への支援金の交付 従業員１人あたり40,000円分、1事業所最大（50人分、200万円）

◆物価高騰対策福祉施設支援事業 事業費：１，１０７万円
 物価高騰の影響を受けている福祉施設に対して、物価高騰分に対する負担軽減をはかる。
 村内福祉施設 13施設への支援（上限70千円/月）

生活者支援

※事業費の全部又は一部に本交付金を充当予定

＜令和８年3月時点＞


